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神戸市ネットモニターアンケート調査結果 

 

【調査結果概要】 

たばこの煙は、吸っている人だけでなく、たばこを吸わない周囲の人々にも受動喫煙

（他人のたばこの煙にさらされること）によって様々な健康への影響を与えることが知ら

れています。 

神戸市では、市民の皆さまが、他人のたばこの煙にさらされることによる健康への危険

を避け、健康づくりをより一層推進することができるよう、受動喫煙の防止に向けた取り

組みを進めています。 

本アンケートは、喫煙に関するルールの認知状況や受動喫煙防止対策に関するご意見を

お伺いし、今後の取組みを考えていく上での参考とさせていただくために実施しました。 

 

・たばこを吸っている方は全回答者のうち 6.2%でした。また、たばこを吸っていると回答

した方のうち、紙巻きたばこを吸っている方が 49.6%、加熱式たばこを吸っている方が

37.7%、両方吸っている方が 12.7%でした。 

・2020年 4月に受動喫煙を防止するための法律・条例が改正され、受動喫煙対策が強化さ

れたことを知らなかった方は 45.1%でした。 

・神戸市における受動喫煙の防止に関するルールの認知率としては、「20歳未満の方や妊

婦の方の受動喫煙を防止するためのルール（喫煙所への立ち入り制限/居室内や自動車

内の禁煙）」に関する認知率が最も低く（19.4%/11.6%）、次いで、「公園内は禁煙である

こと」の認知率が低いこと（32.2%）が分かりました。 

・受動喫煙を生じさせる喫煙者にそのような行動を止めさせるために訴えかけていく内容

としては、「法律・条令で禁止されていること」が効果的であるとの声が最も多く

(63.0%)、次いで、「喫煙してはいけない場所の情報」56.4%、「喫煙可能な場所の情報」

55.4%、「周囲の受動喫煙による健康被害に関すること」53.4%となりました。 

・望まない受動喫煙を生じさせないために、市が取り組むべき対策としては、「罰則（過

料）の強化」62.3%、「違反した喫煙者への指導・勧告」61.0%を求める声が多くありま

した。 

 

みなさまからいただいたご意見を踏まえ、より効果的な受動喫煙防止対策の実施に努め

てまいります。 

 

テーマ 受動喫煙対策について 

調査期間 2024年 2月 20日（火曜）～3月 4日（月曜） 

設問数 全７問（分岐設問除く） 

対象モニター数 8,318名 

回答モニター数 3,959名（47.6%） 
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問１ あなたはたばこ（加熱式たばこを含む）を吸いますか。 

 

 
 

 

＜たばこ（加熱式たばこを含む）を吸っている方＞ 

問１－１ あなたは紙巻たばこと加熱式たばこのどちらを吸っていますか。 

 

 

 

 

 

 

1．吸っている

6.2%

2．以前は吸ってい

たが今はやめた

16.0%

3．吸わない

77.8%

N=3959

1．紙巻きたばこ

を吸っている

49.6%
2．加熱式たばこ

を吸っている

37.7%

3．紙巻きたばこと加熱

式たばこの両方を吸っ

ている

12.7%

N=244
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問２ 2020年 4月に受動喫煙を防止するための法律・条例が改正され、対策が強化されて

います。 （例）【改正後】多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙 

あなたは法律・条例の改正により、受動喫煙対策が強化されたことを知っていましたか。 

 

 

 

問３ 2019年以前（コロナ前）と比べ、受動喫煙の被害を受ける機会に変化はありました

か。 

 

 

 

1．法律・条例の改正

により受動喫煙対策

が強化されたことを

知っていた。

42.2%

2．法律・条例の改正は知ってい

たが、受動喫煙対策が強化され

たことは知らなかった。

12.3%

3．法律・条例の改正は知らな

かったが、受動喫煙対策が強

化されたことは知っていた。

12.7%

4．知らなかった

32.8%

N=3959

1．増えた

6.8%

2．変わらない

57.6%

3．減った

35.6%

N=3959
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問４ 神戸市における、受動喫煙のルールについて知っているものを選択してください。 

（該当するものすべて） 

 

 

問５ 受動喫煙を生じさせる喫煙者に対して、そのような行動を止めさせるためにどのよ

うなことを訴えかけていくのが効果的だと思いますか（該当するものすべて） 

 
 

 

63.4%

64.9%

32.2%

19.4%

11.6%

36.4%

18.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．飲食店や商業施設など多数の人が利用する施設

の屋内は禁煙である。

2．学校、病院、児童福祉施設等は屋内だけでなく、

敷地内や敷地の周囲も禁煙である。

3．公園内は禁煙である。

4．喫煙所などに20歳未満の方や妊婦の方を立ち入

らせてはならない。

5．20歳未満の方や妊婦の方と同室する住宅の居室

内・自動車の車内は禁煙である。

6．加熱式たばこも紙巻きたばこと同様の規制があ

る。

7．知っているものはない

N=3959

35.2%

53.4%

63.0%

55.4%

56.4%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．喫煙者自身の健康被害に関すること

2．周囲の受動喫煙による健康被害に関すること

3．法律・条例で禁止されていること

4．喫煙可能な場所の情報

5．喫煙してはいけない場所の情報

その他

N=3959
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その他 

・加熱式タバコなら大丈夫と思ってる人が多いので加熱式たばこも紙巻きたばこと同様の

規制がある事を広く知らせる必要性がある。 

・自分の家族も他人から受動喫煙の被害にあっているということを知ってもらう。 

・何を言っても変わらないので、罰則を強化するとよい。 

 

 

問６ 望まない受動喫煙を生じさせないために、市が取り組むべき対策は何だと思います

か。（該当するものすべて） 

 

 

その他 

・中学生、高校生や大学生に向けて、健康被害や受動喫煙に関する情報を提供すること。 

・喫煙者に対して、自分自身や周囲の人への健康被害について啓発すること。 

・禁煙するための手助けをすること。 

 

問７ このほか、受動喫煙に関してご意見があればご入力ください。 

・指定された喫煙所以外は屋内屋外問わずダメだと言う事を広報して行くことが重要。 

・禁煙エリアで喫煙している人への周知を強化して欲しい。 

・違反者が多いのは、喫煙場所が少なすぎることが原因ではないか。取り締まるなら喫煙場

所をもっと増やすべき。 

・屋内が喫煙できないことを知っている人は割と多いと思うが、逆に屋外であれば大丈夫だ

と思うのか、路上喫煙が多すぎる。 

・子どもと公園で遊んでいると、喫煙している人を多く見る。公園内は禁煙だとは知らなか

40.4%

61.0%

43.1%

62.3%

36.2%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．喫煙マナーの向上させるための啓発活動（広報・出

張講座・イベントなど）

2．違反した喫煙者への指導・勧告

3．違反した施設管理者への指導・勧告

4．罰則（過料）の強化

5．新たな喫煙場所の整備

その他

N=3959
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った。公園内は禁煙であることを周知する看板などを設置してほしい。 

・昔に比べると受動喫煙は減少したと感じる。 

・喫煙可能な場所がきちんと確保され提示されていれば、すみ分けが可能だと思う。 

・違反行為した者には、もっと厳しく取り締まれる様な法令を整備してほしい。 

・喫煙による健康被害について周知徹底してほしい。 

・喫煙者が非喫煙者が迷惑に思っていることへの理解が低いように思う。 

 

全 1,226件のご意見をいただきました。ありがとうございました。 

 

 

 

【性別】 【年代】 

  

【区】 

 

 

男性

35.6%

女性

64.4%

N=3959 １５～２０

歳代

3.4% ３０歳代

13.8%

４０歳代

26.3%

５０歳代

26.3%

６０歳代

18.1%

７０歳代

以上

12.1%

N=3959

東灘区

13.8%

灘区

10.2%

中央区

10.8%

兵庫区

6.2%北区

13.2%

長田区

5.2%

須磨区

11.6%

垂水区

14.9%

西区

13.8%

N=3959


